
質 疑 回 答 書 
公告番号  第 100 号 
工 事 名  台明寺配水区（郡田～清水地区）基幹管路φ700 シールド工事 
工事場所  霧島市 国分郡田～清水二丁目 地内 
 

番号 質疑事項 質疑回答 

1 

工事発注表に工期は「契約日の翌日～

令和 10 年 12 月 1 日（金）」と記載が

あります。開札後速やかに契約締結し

た場合、工期は約 1080 日となります

が、【積算資料（工程表）】では 820
日との記載がございます。工事着手が

できない期間などの制限があるので

しょうか。また、工事着手に制約があ

った場合、施工できない期間において

も監理技術者、主任技術者など配置技

術者の配置は必要となるのでしょう

か。ご教示お願いいたします。 

工事着手に制限は、ありません。 

2 

発進立坑の掘削土はどのように取り

扱うのでしょうか。どこかに搬出・仮

置きし、埋め戻し時に再度搬入するの

でしょうか。ご教示お願いいたしま

す。 

発生土は、埋戻材として再利用の設計

としており、ヤードについては、設計

に計上していないことから、受注者と

協議し、必要に応じ変更設計で対応す

る。 
 

3 

土地の借地について、「霧島市国分清

水五丁目 2101-1」は、設計図書より

発進立坑用地として必要な土地であ

るとお見受けしますが、この土地につ

いては、受注者が所有者と契約して借

地するということなのでしょうか。そ

れとも、「国分清水五丁目 2101-1」の

所有者がこことは別の土地（事業用地

など）を受注者に借地して欲しいとの

ご意向なのでしょうか。ご教示お願い

いたします。 

「霧島市清水五丁目 2101-1」の土地

は、発進立坑用地（防音ハウス建築ヤ

ード）として必要な土地であり、所有

者と事前協議済みです。 
受注者が所有者と借地契約するとい

うことになります。 



番号 質疑事項 質疑回答 

4 

設計書に役務費として記載の借地料

金は「霧島市国分清水五丁目 2101-1」
に対する金額なのでしょうか。それと

も発進立坑用地全体に対する金額な

のでしょうか。ご教示お願いいたしま

す。 

霧島市清水五丁目 2101-1 の借地料金

として計上している。 

5 
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